
 舞  鶴  市  消  防  本  部 

    消  防  法  施  ⾏  令  第  ３  条  に  規  定  す  る  防  ⽕  管  理  に  関  す  る  講  習  の  う  ち  「甲  種  防  ⽕  管  理  新  規 

 講  習」  を  次  の  と  お  り  実  施  し  ま  す。 

 １     受  講  対  象  者 
       消  防  法  第  ８  条  の  規  定  に  よ  る  防  ⽕  管  理  者  の  資  格  を  取  得  し  よ  う  と  す  る  者 

 ２     講  習  ⽇  時‧  講  習  場  所‧  申  込  期  間 

 第  １  回     甲  種  防  ⽕  管  理  新  規  講  習 

 講  習  ⽇  時 

 令  和  ７  年  ７  ⽉  １  ５  ⽇  （⽕）‧  １  ６  ⽇  （⽔）  の  ２  ⽇  間 

 １  ⽇  ⽬  ：  １  ０  時  ０  ０  分  か  ら  １  ７  時  ２  ０  分  ま  で  （受  付  ９  時  ３  ０  分  〜） 

 ２  ⽇  ⽬  ：  １  ０  時  ０  ０  分  か  ら  １  ６  時  ２  ０  分  ま  で  （受  付  ９  時  ３  ０  分  〜） 

 講  習  場  所  舞  鶴  市  防  災  セ  ン  ター  ３  階  災  害  対  策  会  議  室  （舞  鶴  市  字  浜  ８  ０  番  地  の  ４） 

 申  込  期  間  令  和  ７  年  ６  ⽉  ７  ⽇  （⼟）  か  ら  ７  ⽉  １  １  ⽇  （⾦）  ま  で 

 定  員  ４  ０  名  （定  員  に  な  り  次  第、  申  し  込  み  を  締  め  切  り  ま  す。） 

 ※     令  和  ７  年  度  よ  り  講  習  会  場  を  『舞  鶴  市  防  災  セ  ン  ター』  に  変  更  し  て  い  ま  す。  ⻄  総  合 

    会  館  で  は  あ  り  ま  せ  ん  の  で  ご  注  意  く  だ  さ  い。 

 第  ２  回     甲  種  防  ⽕  管  理  新  規  講  習 

 講  習  ⽇  時 

 令  和  ７  年  ９  ⽉  ４  ⽇  （⽊）‧  ５  ⽇  （⾦）  の  ２  ⽇  間 

 １  ⽇  ⽬  ：  １  ０  時  ０  ０  分  か  ら  １  ７  時  ２  ０  分  ま  で  （受  付  ９  時  ３  ０  分  〜） 

 ２  ⽇  ⽬  ：  １  ０  時  ０  ０  分  か  ら  １  ６  時  ２  ０  分  ま  で  （受  付  ９  時  ３  ０  分  〜） 

 講  習  場  所  舞  鶴  市  防  災  セ  ン  ター  ３  階  災  害  対  策  会  議  室  （舞  鶴  市  字  浜  ８  ０  番  地  の  ４） 

 申  込  期  間  令  和  ７  年  ７  ⽉  ２  ８  ⽇  （⽉）  か  ら  ８  ⽉  ２  ４  ⽇  （⽇）  ま  で 

 定  員  ４  ０  名  （定  員  に  な  り  次  第、  申  し  込  み  を  締  め  切  り  ま  す。） 

 ※     令  和  ７  年  度  よ  り  講  習  会  場  を  『舞  鶴  市  防  災  セ  ン  ター』  に  変  更  し  て  い  ま  す。  ⻄  総  合 

    会  館  で  は  あ  り  ま  せ  ん  の  で  ご  注  意  く  だ  さ  い。 

 ３     受  講  料  に  つ  い  て 
       受  講  は  無  料  で  す  が、  講  習  会  の  １  ⽇  ⽬  に  テ  キ  ス  ト  代  と  し  て  １,  ６  ５  ０  円  が  必  要  で 

 す。  【  お  釣  り  の  な  い  よ  う  に  ご  協  ⼒  を  お  願  い  し  ま  す  。】 

       な  お、  テ  キ  ス  ト  の  返  却  及  び  返  ⾦  は  で  き  ま  せ  ん。 



 ４     申  込  ⽅  法 
       ス  マー  ト  フォ  ン‧  パ  ソ  コ  ン  で  の  お  申  込  み  と  な  り  ま  す。  下  記  QR  コー  ド  を  使  ⽤  す  る 

 か  イ  ン  ター  ネッ  ト  で  「舞  鶴  市     甲  種  防  ⽕  管  理  新  規  講  習」  と  検  索  し  て  く  だ  さ  い。 

   

                            【第  １  回】                             【第  ２  回】 

                         申  込  ⽤  QR  コー  ド                       申  込  ⽤  QR  コー  ド 

 ※     ス  マー  ト  フォ  ン‧  パ  ソ  コ  ン  か  ら  お  申  し  込  み  が  で  き  な  い  ⽅  は、  下  記  の  窓  ⼝  で  お  申  し 

 込  み  く  だ  さ  い。  電  話  で  の  申  込  み  受  付  は  ⾏っ  て  お  り  ま  せ  ん。 

 ５     申  込  窓  ⼝ 
 受  付  窓  ⼝  電  話  番  号  受  付  時  間 

 舞  鶴  市  消  防  本  部  予  防  課  北  吸  1044  番  地  0773-66-0119  8:30  〜  17:15 

 舞  鶴  市  東  消  防  署  総  務  予  防  課  浜  80  番  地  の  4  0773-65-0119 
 8:30  〜  17:15 

 舞  鶴  市  ⻄  消  防  署  総  務  予  防  課  松  陰  5  番  地  の  5  0773-77-0119 

 ６     講  習  内  容 

 講  習  ⽇  講  習  科  ⽬  時  間 

 １  ⽇  ⽬ 

 午  前 
 オ  リ  エ  ン  テー  ショ  ン 

 防  ⽕  管  理  の  意  義  及  び  制  度  の  概  要 

 10:00  〜  10:10 

 10:10  〜  12:10 

 午  後 
 ⽕  気  取  扱  い  の  基  本  知  識 

 施  設‧  設  備  の  維  持  管  理 

 13:10  〜  15:10 

 15:20  〜  17:20 

 ２  ⽇  ⽬ 

 午  前  ⾃  衛  消  防  10:00  〜  12:00 

 午  後 
 防  ⽕  管  理  の  進  め  ⽅  と  消  防  計  画 

 効  果  測  定‧  質  疑‧  修  了  証  交  付 

 13:00  〜  15:00 

 15:10  〜  16:20 

 ７     講  習  の  ⼀  部  免  除  に  つ  い  て 
       消  防  ⽤  設  備  点  検  資  格  者  の  課  程  を  修  了  し、  免  状  の  交  付  を  受  け  て  い  る  ⽅  及  び  ⾃  衛  消 

    防  業  務  講  習  の  課  程  を  修  了  し  て  い  る  ⽅  は、  甲  種  防  ⽕  管  理  新  規  講  習  の  講  習  科  ⽬  の  う 

    ち、  「防  ⽕  管  理  の  意  義  及  び  制  度  の  概  要」  が  免  除  さ  れ  ま  す  の  で、  講  習  申  込  時  に  資  格 

    者  免  状  ⼜  は  修  了  証  な  ど  の  証  明  で  き  る  書  類  の  写  し  を  添  付  し  て  く  だ  さ  い。 

       講  習  の  ⼀  部  免  除  が  認  め  ら  れ  る  ⽅  は、  講  習  1  ⽇  ⽬  の  13  ：  10  か  ら  （受  付  13  ：  00  〜）  の 

    受  講  と  な  り  ま  す。 



 ８     講  習  当  ⽇  の  持  ち  物 
     ‧  顔  写  真  付  き  本  ⼈  確  認  書  類  (運  転  免  許  証  等) 

     ‧  筆  記  ⽤  具 

     ‧  テ  キ  ス  ト  (Ａ  ４)  を  ⼊  れ  る  袋  (テ  キ  ス  ト  は  当  ⽇  お  渡  し  い  た  し  ま  す。) 

     ‧  印  鑑  （  2  ⽇  ⽬） 

          講  習  会  当  ⽇、  「顔  写  真」  「⽒  名」  「⽣  年  ⽉  ⽇」  が  分  か  る  も  の  を  ご  持  参  し、  受  付  を  お  済 

 ま  せ  く  だ  さ  い。  本  ⼈  確  認  が  で  き  な  い  場  合  は、  受  講  を  お  断  り  い  た  し  ま  す。 

          《本  ⼈  確  認  書  類  の  例》 

           ‧  運  転  免  許  証 

           ‧  運  転  経  歴  証  明  書  （平  成  25  年  4  ⽉  1  ⽇  以  降  に  交  付  し  た  も  の  に  限  る。） 

           ‧  パ  ス  ポー  ト 

           ‧  マ  イ  ナ  ン  バー  カー  ド  （通  知  カー  ド  不  可） 

           ‧  顔  写  真  つ  き  住  ⺠  基  本  台  帳  カー  ド 

           ‧  在  留  カー  ド 

           ‧  特  別  永  住  者  証  明  書 

           ‧  障  害  者  ⼿  帳 

           ‧  そ  の  他  顔  写  真、  ⽒  名、  ⽣  年  ⽉  ⽇、  住  所  等  が  確  認  で  き  る  公  的  証  明  書 

         

       ※     顔  写  真  付  き  本  ⼈  確  認  書  類  が  ⽤  意  で  き  な  い  場  合、  健  康  保  険  証  と、  キャッ  シュ  カー  ド‧ 

 ク  レ  ジッ  ト  カー  ド‧  預  ⾦  通  帳  等  の  ⽒  名  が  確  認  で  き  る  も  の  2  点  を  ご  持  参  く  だ  さ  い。 

 ９     修  了  証  交  付 
    (1)     こ  の  講  習  の  全  課  程  を  修  了  し  た  者  に  は、  舞  鶴  市  消  防  ⻑  が  修  了  証  を  交  付  し  ま  す。 

    (2)     修  了  証  の  交  付  を  受  け  た  者  は、  消  防  法  施  ⾏  令  第  ３  条  第  １  項  の  規  定  に  よ  る  甲  種  防 

 ⽕  管  理  者  の  資  格  を  有  す  る  者  と  な  り  ま  す。 

          【遅  刻  ⼜  は  途  中  退  席  を  さ  れ  た  ⽅  に  は、  修  了  証  を  交  付  す  る  こ  と  は  で  き  ま  せ  ん】 
    (3)     修  了  証  交  付  時  に  受  領  印  を  い  た  だ  き  ま  す  の  で  印  鑑  を  ご  準  備  く  だ  さ  い。 

 10     そ  の  他 
    (1)     効  果  測  定  に  お  い  て、  基  準  点  未  満  の  受  講  者  に  つ  い  て  は、  再  度  講  習  を  受  講  し  な  け 

 れ  ば  な  ら  な  い  場  合  が  あ  り  ま  す。 

    (2)     講  習  会  場  は  駐  ⾞  で  き  ま  せ  ん  。  周  辺  の  市  営  駐  ⾞  場  等  を  ご  利  ⽤  く  だ  さ  い。 

    (3)     発  熱  や  ⾵  邪  の  症  状  が  あ  る  場  合  は  受  講  を  お  控  え  く  だ  さ  い。 


